
 

 

 

 

 
            

 

      

 

 

 

 

 

 

  

福祉こども避難所開設及び 

運営に関するマニュアル 

（本編） 

鹿児島市 
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はじめに（マニュアルの使い方） 

 

大規模災害時には、家屋の損壊やライフラインの途絶により、自宅での生活が困難となり、多くの人々が

小中学校などの避難所に避難せざるを得ない状況となります。 

しかし、熊本地震や能登半島地震では、「バリアフリーが不十分である」、「普段の慣れた環境から離れてし

まう」、「一般避難者の一部の無理解、一般避難者への遠慮による気疲れ」などで、障害のあるお子さんを抱

える方々をはじめ、支援や配慮が必要な方が避難をためらってしまうというケースが見られました。 

そのため、鹿児島市では、市内７校と「災害時における福祉こども避難所の設置及び管理運営に関する協

力協定」を結び、大規模災害時には、普段から慣れ親しんでいる特別支援学校を「在校生とその家族を対

象」とした避難所として、開設することとしています。 

当マニュアルには、特別支援学校を避難所として開設・運営する際に必要な情報を記載しています。 

災害が発生した場合は、避難所の運営に役立てていただくようお願いします。 

 

 

 

 

➢本書の記載順に目を通し、災害時にどのような対応が必要か、あらかじめイメージ

を膨らませ、訓練や研修に役立ててください。 

項目 頁 内容 

「概要」 P4～ 概要や運営方針、避難所開設時のフロー図 

「災害時の運用」 P9～ 開設方法、避難者の受入方法、避難所の運営方法 

「その他」 P36～ 閉鎖の流れ、費用負担、避難所でのルール(例) 

 

 

 

 

➢市職員、施設管理者、避難者家族、それぞれに応じて、避難所の運営に必要な役割 

が記載されています。 

➢以下の対象ページを開いて、記載内容の指示通りに、必要な作業を分担して、助け 

合いながら行動してください。 

項目(災害時の運用) 頁 内容 対象者 

「１ 避難所の開設」 P10～ 
避難者を受入れるために

必要な準備（初動対応） 
市職員・施設管理者 

「２ 避難者の受入」 P17～ 
避難者の受付や誘導など 

開設直後に必要な対応 
市職員（+施設管理者） 

「３ 避難所の運営」 P26～ 
避難所の環境維持に必要な

班ごとの活動内容 

避難者家族 

(+市職員・施設管理者) 

災害が起こる前（訓練時など） 

 

災害が発生した場合 
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■概要 

福祉こども避難所とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ５ 

開設・運営の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ６ 

避難所運営の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ７ 

 

■災害時の運用 

１ 避難所の開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ １０ 

１－１ 施設の安全確認・報告 

１－２ 受付の設置・広報 

１－３ 受入スペースの準備 

 

２ 避難者の受入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ １７ 

２－１ 避難者の受付 

２－２ 受入スペースへの誘導 

２―３ 救急対応・感染症対策 

２－４ トイレの衛生確保 

２－５ 食料・物資の配布 

２－６ 避難者への情報伝達 

２－７ 市本部との連絡 

２－８ 運営体制づくり 

 

３ 避難所の運営（各班の業務） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２６ 

  ３－１ 総務班の対応 

❶ 入退所者（車中泊含む）の管理 

❷ 避難所運営会議の開催 

❸ 日報（避難所記録用紙）の作成 

 

３―２ 情報班の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２７ 

❶ 情報収集と周知 

❷ 避難者の呼び出し・郵便対応 

❸ 報道機関への対応 

 

３－３ 救護・福祉班の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２８ 

❶ 体調不良者への検温等 

❷ 傷病者の救護・搬送補助 

  応急手当講習テキスト(P29～36) 

❸ 要配慮者の把握・支援 

 

３－４ 食料班の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３０ 

❶ 食料の配布 

❷ 食料の在庫管理 

❸ 食料の受け入れ 

 

目 次 ① 
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３―５ 物資班の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３１ 

❶ 物資の配布 

❷ 物資の在庫管理 

❸ 物資の受け入れ 

 

３－６ 環境・衛生班の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３２ 

❶ トイレの確保・衛生管理（既存トイレ） 

❷ トイレの確保・衛生管理（仮設トイレ） 

❸ ごみの管理 

❹ 生活用水の確保・管理 

❺ 衛生管理【手洗い・食器・洗面具】 

❻ 衛生管理【清掃・洗濯・風呂】 

 

３－７ 警備班の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３５ 

❶ 車両の整理 

❷ 見回り・夜間の当直 

❸ 飲酒・喫煙 

❹ 防火・防犯対策 

 

■その他 

避難所の閉鎖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３６ 

避難所の利用・運営に係る費用について 

 

応急手当講習テキスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３７ 

 

避難所運営ルール集（例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ４５ 

（１）避難所全体のルール（P45） 

（２）共同⽣活上のルール（P46） 

（３）トイレ使⽤のルール（P47） 

（４）⽕気使⽤のルール（P48）  

（５）夜間の警備体制のルール（P48） 

（６）⾷料配布のルール(P49) 

（７）物資配布のルール（P49） 

（８）ペット飼育のルール（P50） 

（９）授乳及びおむつ替えのルール（P50） 

（１０）感染症予防のためのルール（P51） 

（１１）取材対応のためのルール（P52） 

 

【別冊】要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド（高知県作成） 

目 次 ② 
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概要 
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福祉こども避難所とは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震のような大災害時に、特別支援学校の在校生やその家族が、安心して避難

できるように、「特別支援学校」を「避難所」として、鹿児島市が学校や保護者等と協

力しながら開設するものです。 

福祉こども避難所（特支校） 

メリット・・・ 

・慣れた環境や施設に避難ができる 

・それぞれの障害特性にも理解を得やすい 

一般避難所（公民館や小中学校等） 
※通常の大雨・台風でも開設 

・バリアフリーの心配 

・他の避難者への遠慮 

・慣れない場所で不安 

親戚や知人宅、ホテルなど 

          避難者家族（保護者）と市職員、施設管理者の３者で運営します。 

           避難された避難者家族は、物資班、情報班、救護班などに分かれて運営に加わります。 

                 ※）一般の避難所でも大規模災害時は避難者が運営に携わります。 

           ルール作りやトラブルなどは、避難者家族、市職員、施設管理者の３者で協議し対応します。 

           避難所の状況によっては、本市が協定を結んでいる看護師協会などの医療福祉団体から、 

ボランティアの支援をいただきます。 

           生活するスペースは、教室や宿泊訓練施設など、各学校が定めた場所を利用します。 

           食糧や日用品などの生活物資は、本市からお配りします。 

（各自でも家庭内の備蓄や非常用持ち出し袋の準備をお願いします。） 

           学校の再開を優先するため、避難が長引いた場合は、他の避難所への移動などをお願いする場合が 

あります。 

 

           あらかじめ「福祉こども避難所」の利用を希望する方の登録を行います。 

           避難できる避難所は、原則「在籍校」になります。 

           「福祉こども避難所」の開設時は、各校のメーリングリストなどを利用し、保護者へ連絡します。 

  

■もし、大災害が起こって、自宅に住めなくなったときの避難先は・・・ 

 

■「福祉こども避難所」に避難する手順は・・・ 

 

■「福祉こども避難所」ではどのように生活するのか・・・ 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 
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開設・運営の方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           避難所運営は「避難者家族」、「市職員」、「施設管理者」等で構成する避難所運営委員会による運営を 

行います。 

（１）避難所の開設は、「市職員」と「施設管理者」が協力して実施します。 

（２）避難所運営は、「避難者家族」主体の避難所運営委員会が実施します。 

 

           熊本地震や 8・6 水害のような大規模災害（災害救助法が適用される程度の災害）時に、避難が 

長期化すると予想される際に、市と学校の協議により、開設します。 

           災害の発生日時などの状況にもよりますが、原則、二次的な避難所として開設されます。 

  （発災直後に身を守るために逃げる避難所は、小中学校・公民館等の指定避難所になります） 

            福祉こども避難所は、一般の避難所が利用しづらい、特別支援学校の在校児童・生徒とその家族 

を対象として受け入れます。 

            その他、市及び各学校が認めた避難者を受け入れる場合があります。 

            なお、災害の状況によっては、危険から命を守るため、近隣の一般住民も一時的に受け入れる場合 

があります。 

 

 

 

 

❶ 避難所の運営は、避難者家族が主体となる避難所運営委員会により行います。 

❷ 福祉こども避難所は、大規模災害時において、市と学校の協議により、開設します。 

❸ 利用可能な避難者は、原則、特別支援学校の在校児童・生徒とその家族とします。 

避難所マニュアルは、完璧なものではありません。避難所運営の原則を示しています

が、災害や避難所の状況、時間の経過に応じて、避難所の運営内容も変化します。 

 

避難者の皆さん（市職員や施設管理者を含む）で、このマニュアルを参考にしなが

ら、協力し、助け合い、知恵を出し合って、避難所運営を行うことが何より重要です。 

 

また、災害の状況によっては、支援がすぐに行き届かない場合も考えられます。それ

ぞれの家庭においても、日ごろから、災害時の避難経路の確認や家庭内備蓄を行うこと

が必要です。 

 

 

 

  

 」 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 
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避難所運営の流れ① 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各特別支援学校 

 

 

 

市役所（本部） 

 ※地域福祉課 

 

《
避
難
所
の
開
設
》 

 

大規模災害の発生 

市・学校に

よる協議 

【１－１施設の安全確認】 

 ➢施設の安全点検 

➢児童職員等の安全確保 

 

児童・生徒

とその家族 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉こども避難所の開設準備 

（市職員+施設管理者） 

１－２ 

受付の設置、広報 

➢名簿準備、開設連絡 

（市 HP、メーリングリスト等） 

１－３ 

受入スペースの準備 

➢レイアウト案に基づき準備 

(訓練で各校の詳細図を作成） 

物資輸送班の派遣 

避
難
所
開
設
連
絡 

避難者の受入を開始【次頁】に移行 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

自宅や地域

の避難所で

一時的に安

全を確保 

施設の被災

状況を報告 

避難所の 

開設決定 

(市より要請) 

 

市職員 

の派遣 
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避難所運営の流れ② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《
避
難
者
の
受
入
》 

 

避難者の受入 

（市職員（+施設管理者）） 

 

 

 

📝運営委員会は、各運営班（係）に分かれて、それぞれの役割を担います。 

📝特に、総務班・食料班・環境衛生班は、避難者や食料の管理、トイレの衛生

などに関わり、避難所の維持に不可欠なため、避難所開設の最初期から、 

優先的に役割を割り振る必要があります。 

 記載ページ 

避難所の運営 

（避難者家族（+市職員・施設管理者）） 

避難所の運営は、避難者家族が主体となる避難所運営委員会で行う。 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

《
避
難
所
の
運
営
》 

２－１避難者の受付 

➢氏名・連絡先などの確認 ２－２受入スペースへの誘導 

➢居住スペース・立入禁止エリアの案内 

 

２－５食料・物資の配布 

➢ニーズの把握+配布 

 

２－７市本部との連絡 

➢避難状況や必要な物資・支援の報告 

 

２－３救急対応・感染症対策 

➢傷病者の把握、救急搬送の要請 

２－６避難者への情報伝達 

➢ホワイトボードや張り紙の設置 

 

２―４トイレの衛生確保 

➢通水状況に応じて柔軟に対応 

 

… ２－８ 運営体制づくり 
避難所の運営主体を避難者家族へ移行 

・・・Ｐ２６ 

・・・Ｐ２７ 

 

 

救護 

福祉班 

・・・Ｐ３０ 

・・・Ｐ３１ 

・・・Ｐ３２ 

・・・Ｐ３５ 

・・・Ｐ２８ 
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災害時の運用 

 

 

 
 

 



 

10 

１－１ 施設の安全確認・報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、液

状化などが⽣じましたか？ 
いいえ はい 

建物が沈下しましたか？あるいは、建物周辺の

地盤が沈下しましたか？ 
いいえ はい 

建物が傾斜しましたか︖ いいえ はい 

外壁の落下や大きな亀裂がありますか？ いいえ はい 

柱、鉄⾻が歪んだり折れたりしていますか？ いいえ はい 

 

     

    

 

    

床が大きく壊れましたか？ いいえ はい 

天井、照明器具が落下していますか？ 

（落下しそうですか？） 
いいえ はい 

内壁が大きく壊れましたか？ いいえ はい 

柱、鉄⾻が歪んだり折れたりしていますか？ いいえ はい 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 建物が避難所として使用可能か、安全性を確認します。 

 確認は、施設管理者で行いますが、市職員が早く参集した場合は、市職員と協力して実施 

します。 

 自分の安全を最優先に行動し、安全確認終了までは、建物内部に避難者を立ち入らせな 

いでください。 

 
ポイント 

❶ 必要な物資の準備 

➢点検に必要な物資を準備します。（保管場所          ） 

 
□ヘルメット（頭を守るもの）□懐中電灯 □ロープ □軍手 

□張り紙（立ち入り禁止など）□テープ □ペン □メモ用紙 

□その他                       

❷ 建物の外観や周辺環境の確認 

➢全て「いいえ」の場合は、❸「建物内部の確認」に進んでください。 

➢「はい」が一つでもある場合は、フローに従い対応してください。  

 

 ❸ 建物内部の確認 

➢全て「いいえ」の場合は、１－２「受付の設置」に進んでください。 

➢「はい」が一つでもある場合は、フローに従い対応してください。  

 

 

📝市本部（地域福祉

課）へ詳細を連絡 

 

📝既に避難者がい

る場合は、被害が軽

微な建物や近くの避

難所へ誘導する。 

 

📝最寄りの市指定

避難所        

          

          

チェック 

チェック 

チェック 



 

11 

１－１ 施設の安全確認・報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 以下の写真のような状況であれば、危険だと考えられます。 

 施設の一部のみに危険個所がある場合は、カラーコーンやロープで囲い、立ち入り禁止 

とし、被害が軽微な建物で避難者を受入れます。 

 
ポイント 

【出典：熊本災害デジタルアーカイブ／提供者：❶熊本市 ❷❸宮崎県大崎市 ❹宇城市 ❺伊勢市】 

 

👆擁壁の崩落 

👆外壁の崩落 

👆門の倒壊 

👆柱に大きな断裂 

👆地盤の一部沈下 

❶ ❷ 

❸ ❹ 

❺ 
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１－２ 受付の設置・広報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難者を把握するため、受付を設置します。 

 避難所の開設予定について、各校のメーリングリストなどで周知します。 

 
ポイント 

❶ 避難所の開設決定 

➢市職員は、速やかに避難所へ参集します。 

➢施設の安全が確認されたら、市職員または施設管理者は、市本部（地域福祉課）へ連絡を行いま

す。被災状況を考慮したうえで、市と学校の協議により、避難所の開設を決定します。 

❷ 受付に必要な物資の準備 

➢災害の状況によっては、開設決定を待たずに避難者が訪れることも考えられます。 

➢以下のリストを参考に受付に必要な物資を速やかに準備します。 

（保管場所          ）（受付の設置場所           ） 

 

 
□机 □椅子 □靴袋（ビニール袋）□避難者名簿 □筆記用具 □手指消毒液 

□体温計 □その他                       

➢ペットを同行した避難者のために、ペットの飼育スペースを確保します。 

（受入場所          ） 

 ※動物アレルギーの方などを考慮し、居住スペースとは別に受入スペースを設けます。 

【写真出典：熊本災害デジタルアーカイブ／提供者：愛媛県久万高原町】 

 

👆受付の設置イメージ 

 担当班：総務班

避難者名簿記入用紙 避難所名（　　　　　　　）

⽒  名

住所

連絡先

年齢 性別 続柄

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

※この⽤紙に記⼊していただく情報については、⾷料や物資の配布、健康に関する⽀援などを⾏うため避難所運営委員会の中で情
報を共有し、必要に応じ災害対策本部へ報告しますが、それ以外に使⽤致しません。

（　　　　　　　　　　）町内会

①記⼊年⽉⽇ ⑦ペットの有無
□飼っていない  □行方不明
□同⾏避難希望（ペット台帳に記⼊）

②世帯代表者

⑧親族
などの
連絡先

③住     所 〒          －

町内会など （               ）               －

⑨⾃宅の被害
状況

□全壊     □半壊     □⼀部損壊
□その他（                                   ）

⑤電話番号(携帯)

□建物内（                          ）
□⾞中泊（避難所敷地内）
□持参テント（避難所敷地内）
□その他（                          ）

⑩避難場所

⑥⾞種・⾊・ナンバー

④電話番号

世帯主

⑪避難所滞在理由
□ライフライン不通   □余震が不安  □家屋の被害（全壊・⼤規模半壊・半壊・⼀部損壊）
□⾃宅の⽚づけができない    □必要な物資が⼿に⼊らない    □その他（                           ）

⑫家族構成など
⑬特に配慮が必要なこと
(ケガや病気・障がい・アレ
ルギーの有無、妊娠中な
ど)

⑭避難所で協⼒で
きる技能・特技

⽒名 ⽣年⽉⽇

男・⼥

ご家族

男・⼥

男・⼥

男・⼥

男・⼥

男・⼥

安否確認のため問合せへの対応(世帯別の⽒名及び住所)に同意しますか︖ 同意する  ・   同意しない

その他、特別な要望があればご記⼊してください。

退所年⽉⽇ 転出先

👆避難者名簿 

(マニュアル資料編に格納) 

❸ 避難所開設の広報 

➢各校のメーリングリスト等を通じて、保護者へ避難所の開設を広報します。 

➢その他の周知先・方法 

 （周知先              ）（周知方法               ） 

※市でも HP や SNS 等を通じて、避難所の開設を広報します。 

チェック 

チェック 

チェック 
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１－３ 受入スペースの準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難者の受入スペースを準備します。  

 居住スペース外にも更衣室や授乳室、本部などの共有スペースを設ける必要があります。 

 近隣の一般住民が一時的に避難することも想定してスペースを確保する必要があります。 

 
ポイント 

➢避難者を受入れた後では、移動が困難となる場合があります。始めに立ち入り禁止スペ 

ースを指定することが重要です。 

➢立ち入り禁止スペースとしては、個人情報を扱う職員室などの事務室や工具などがある 

作業室が挙げられます。また、安全確認の結果、危険な箇所も立ち入り禁止とします。 

  

【あらかじめ立ち入り禁止とするスペース】 

□職員室・校長室 □事務室 □作業室(実習室) □調理室 □音楽室 □食堂 

（その他施設に応じて）□      □      □      □     

           □      □      □      □     

【安全点検の結果、立ち入り禁止とするスペース】 

□        □        □       □       □      

□        □        □       □       □      

 

 

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

➢立ち入り禁止とするスペースについては、ロープや張り紙で立入禁止を明示します。 

（必要に応じて施錠やパーテーションなどで進入できないようにします） 

❷ 受入スペースの確保 

➢事前に想定したレイアウトに基づき受入スペースを確保します。（詳細は次頁から） 

。 

   
必ず確認 

 

 通路を確保する！（つまずき・転倒防止） 

 教室や宿泊訓練施設を活用する！（プライバシー確保） 

 トイレまでの動線を意識する！ 

 女性の視点を反映する！（更衣室・授乳室・洗濯物干し場など） 

 

❶ 立ち入り禁止スペースの指定 

チェック 

チェック 
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１－３ 受入スペースの準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 以下の表には、避難所運営に必要な部屋割りの考え方が示されています。 

 緊急度（必要性）が高いものから順に A→C までランク付けされています。 

 
ポイント 

【出典：市町村防災力強化専門研修資料／(一社)減災・防災復興支援機構】 
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１－３ 受入スペースの準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 以下の図には、レイアウトの例が示されています。 

 前頁を参考に、まずは緊急度の高い部屋から確保してください。 

 校舎内は、基本的に在校生とその家族の専用のスペースとします。 

 やむを得ず近隣の住民を受入れる場合は、体育館等のオープンスペースで受入れます。 

 
ポイント 

 

※
自
校
の
レ
イ
ア
ウ
ト
作
成
後
は
、
本
頁
に
作
成
後
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を

貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

 

【
出
典
：
災
害
に
強
い
学
校
施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て

/
文
部
科
学
省

(平
成

2
6
年

)】
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１－３ 受入スペースの準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自校のレイアウト作成後は、本頁に作成後のレイアウトを貼り付けてください。 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 
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２－１ 避難者の受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 市職員により避難者を世帯ごとに受付ます。 

 避難者が多い場合は、受付で滞留することが無いよう先に受入スペースに誘導してから、

受付名簿を配布し、各自記入後に回収します。 

 車中泊避難者についても、受付を行います。 

 

 
ポイント 

➢ 受付（名簿等の記入）を行う前に手指消毒や検温を行います。 

➢ 発熱や感染症の疑いがある方は、保健室等の個室へ誘導し、他の人とは分けて、受付を 

行います。 

❶ 検温・手指消毒の実施 

チェック 

➢ 世帯ごとに受付を行います。名簿は避難者自身で記入します。 

➢ 避難者が多い場合は、受付で滞留することが無いよう先に受入スペースに誘導して 

から、名簿を配布し、各自記入後に回収します。 

※その際は、必ず配布した用紙の枚数をカウントしてください。（人数把握に必要） 

➢ 名簿の記入項目は、全てを埋める必要はありません。避難者の詳しい情報は落ち着いて 

から記入しても構いません。 

➢ 以下の項目は、できる限り記載してもらいます。 

 

 

➢ 記入後の名簿は、人目につかない場所で紛失が無いよう保管します。（個人情報に注意） 

 

❷ 避難者名簿の記入 

チェック 

□代表者氏名 □連絡先（住所） □人数 □車・同行ペットの有無 

 

❸ 注意事項の説明 

チェック 

➢ 以下の項目を参考に避難所での注意事項などを説明します。 

 

 

 

➢ 避難者が多い場合は、説明に時間を要する可能性もあります。その際は、注意事項を 

  記入した説明用紙を配布します。（次頁を参考にあらかじめ準備して下さい） 

➢ 避難者にも協力を求め、作業に必要な人員を確保します。 

 

□受入スペース □立ち入り禁止場所 □使用可能なトイレ □貴重品・靴の管理 

□その他         □その他          □その他          
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２－１ 避難者の受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難者への説明事項の例です。記載内容はどの避難所でも共通的な事項です。 

 
ポイント 

【出典：市町村防災力強化専門研修資料／(一社)減災・防災復興支援機構】 
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２－２ 受入スペースへの誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性 考え方 自校での受入場所名 

発熱者・体調不良者 保健室等の個室で受入  

在校生とその家族 
教室や宿泊訓練施設 

(一人当たり 2 畳目安) 

 

一般住民 
体育館等のオープンスペース 

(一人当たり 1 畳目安) 

 

車中泊希望者 
駐車場・グラウンド 

(緊急車両の動線上は不可とする) 

 

ペット 
風雨がしのげるスペース 

(玄関ロビー等でリードやケージ飼育) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難者の属性に応じて、受入スペースへ誘導（案内）します。 

 避難者数が多い場合は、先に避難した避難者にも誘導の協力を呼びかけます。 

 
ポイント 

➢ 以下の属性に応じて、それぞれの受入スペースに誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ペットの受入は可能（大型動物や危険動物・蛇などの爬虫類を除く）ですが、居住スペース 

とは分けて、飼い主の責任下で飼育してもらいます。 

➢ 受入スペースは暫定的なものであり、今後の状況によっては移動していただく可能性が 

あることを避難者へ伝えます。 

➢ ノロウイルスなどの感染防止のため、居住スペースは土足厳禁とします。 

 

❶ 受入スペースへの誘導 

チェック 

 

 

■一般住民の方々への対応について 

・福祉こども避難所は、特別支援学校の在校生とその家族を対象としていますが、 

発災直後は強固な建物が頼られてしまうことから、近隣の一般住民も人道上受け入れざる 

を得ない場合が考えられます。 

・命を守るため、一時的に体育館等のオープンスぺースで受け入れざるを得ませんが、 

大きな余震等の危険が過ぎた後は、近くの小中学校等の指定避難所へ、誘導(案内)します。 

参考情報 
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２―３ 救急対応・感染症対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難所に傷病者がいる場合は、救急対応を行います。（緊急性が高い場合や応急処置以上 

の対応が必要な場合は、医療機関へ救急搬送を行います）  

 医療的ケア（人工呼吸器や酸素供給装置、胃ろうの使用など）が必要な方へは、基本的 

にそのご家族により対応していただきます。（避難の長期化が見込まれる場合は、医療・ 

福祉団体からボランティアの支援を受けます） 

 
ポイント 

❶ 必要な物資の準備 

➢救急対応の物資を準備します。（保管場所          ） 

 
□感染症対策物資（手指消毒液・マスク・ペーパータオル・ゴム手袋・ごみ袋等） 

□救急用品箱（ガーゼ・包帯・絆創膏・消毒液・鎮痛解熱剤等） 

□AED 設置場所                            

□その他                               

□その他                               

チェック 

❷ 傷病者の確認 

❸ 傷病者への対応 

📝消防へ救急搬送 

を要請 

 

📝同時に救急救命

処置を実施 

（P３７～） 

 

📝市本部（地域福祉

課）へ連絡 

➢受付や受入スペースで、対応が必要な傷病者がいないか確認します。 

➢避難者の中に医療従事者がいないか確認し、いる場合は協力を呼びかけます。 

 

本人へ症状の聞き取りが可能か（意識があるか）？ 

はい 

いいえ 

症状の確認(けが・出血の程度、呼吸の状況) 

既往症の確認(服薬の有無など) 

対応が困難な場合 

対応が可能な場合 

➢救急用品箱を使用し、簡易的な止血や固定などの対応をします。 

 ※「治療」を行うものではありません。できる限りの範囲での対応を行います。 

 ➢発熱や嘔吐など感染症の疑いがある方については、保健室等の個室に 

 移動させて、市本部（地域福祉課）へ詳細を報告します。 

 

救急救命処置や感染予防処置は、「P３７～（消防局応急手当ガイド等）」を確認 

チェック 

チェック 
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２―４ トイレの衛生確保 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目視で分かるところに破損がありますか？ いいえ はい 

配管に破損がありますか？ いいえ はい・不明 

下水道や浄化槽が機能していますか？ いいえ はい・不明 

上水道は機能していますか？（水は流れますか？） いいえ はい・不明 

【出典：衛生・健康管理ガイド（トイレ）／東京都保健医療局】 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 ここでは開設初期に必要なトイレの確保・衛生保持について記載しています。 

 トイレの状況が悪化すれば、使用を我慢する人も現れ、健康悪化に繋がります。 

 上水道が使用できても、配管が損傷している場合は、逆流や漏水する可能性があります。 

 

 
ポイント 

チェック 

➢以下のチェックリストでトイレが使用可能か確認します。 

（特に大規模な地震の際は下水道や配管の損傷が考えられます） 

 

❶ トイレの状況確認 

❷ トイレの確保（既存トイレの活用） 

チェック 

➢以下のスライドを参考に、既存のトイレを活用します。 

➢全て「いいえ」の場合は、通常の使用方法でトイレが使用できます。 

 （トイレットペーパーや消毒液が不足している場合は、補充してください） 

➢「はい・不明」が一つでもある場合は、❷「トイレの確保」に従い対応してください。  

※仮設トイレの使い方については 

「環境・衛生班（P32）」に記載 
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２－５ 食料・物資の配布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備蓄品の種類（抜粋） 保管場所 

市 

食料（アルファ化米、レトルト食品、パン・クッキー、水、ミルク等） 

トイレ用品（仮設トイレ含む）、生活用品（毛布、食器等） 

衛生用品（オムツ・おしりふき、消毒液、歯ブラシ、タオル等） 

機材（発電機、カセットコンロ、パーテーション、扇風機、給水タンク等） 

❶各校区の小中学校 

最寄り        

❷各支所 

最寄り        

学

校 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 開設直後の食料や物資の配布について記載しています。 

 避難者への聞き取りにより、必要な物資を確認し、市本部(地域福祉課)へ要請します。 

 
ポイント 

チェック 

❷ 備蓄物資の準備 

➢市の備蓄品は、各校区の小学校や支所に保管されています。市本部(地域福祉課)へ連絡し、 

避難者数に応じて、必要な物資を要請します。 

 ➢各校で保管されている物資がある場合は、合わせて準備します。 

❶ 必要物資の確認 

チェック 

➢受付を行った人数などから、必要な食料・物資の数を把握します。 

➢また、ホワイトボード等がある場合は、各自必要な物資を記入してもらいます。 

 

➢物資は、常に人目につきやすく、運搬のしやすい場所で保管します。 

➢物資の受取・配布の際は、食料管理簿と物資管理簿により、個数の管理を行います。 

 

❸ 備蓄物資の配布 

チェック 

➢以下に留意して食料や物資の配布を行います。 

 

 
注意事項 

📝 アレルギーの有無を確認（市の備蓄品はアレルギー対応済） 

📝 避難者へ公平に配布する。 

📝 物資が不足する際は、子どもや妊産婦などを優先に配布する。 

📝 避難者にも配布に協力してもらう。 



 

23 

２－６ 避難者への情報伝達 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ラジオ 
NHK(576kHz、1,386kHz、85.6MHz)、 MBC(92.8MHz)、 

フレンズ FM762(76.2MHz)、μ-FM(79.8MHz)、FM ぎんが(78.6 MHz) 

□テレビ 「d」ボタンを押すと気象情報や防災情報が入手可能 

□インターネット 

          防災ポータル(国土交通省) 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/index.html 

          防災情報（気象庁） 

https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html 

          災害用伝言板（web171） 

https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/ 

□その他 鹿児島市公式 LINE 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 ここでは、災害時に情報を入手する方法や避難者への伝達方法を記載しています。 

 災害時は、情報が錯そうしデマが生じる場合もあります。確実な情報の伝達が重要です。 

 
ポイント 

❶ 情報の入手方法 

チェック 

➢情報の入手方法としては、主に次の手段が挙げられます。 

 

❷ 掲示板の設置 

チェック 

➢ホワイトボードや模造紙などを使って掲示板を設置します。 

 ➢以下を参考に、避難者に必要な情報を掲示します。 

 

 

参考情報 
 

掲示例 

【写真出典：熊本災害デジタルアーカイブ／提供者：新潟県燕市】 
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２－７ 市本部との連絡 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 連絡先 備考 

□メール 
①鹿児島市職員参集メール 

②hinanjyo@city.kagoshima.lg.jp 

①市職員(避難所要員)への連絡用※返信不可 

②物資の要請や定期的な状況報告等で使用 

□電話 

①099-224-1111 

②099-216-1244 

③099-216-1245 

緊急時の連絡のみ使用 

(災害の状況によっては、追加の番号をメール等で連

絡します) 

□その他 LINE オープンチャット 

災害の状況によっては、市本部で避難所との連

絡専用の LINE オープンチャットを立ち上げま

す。(個人の LINE から登録が可能で、チャット形式で

相互に文章や写真等の送付ができます) 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 ここでは、市本部（地域福祉課）への連絡方法や連絡するタイミングについて記載してい 

ます。 

 
ポイント 

❶ 連絡手段 

チェック 

❷ 連絡のタイミング・方法 

チェック 

 ①救急対応が必要な傷病者の発生 

 ②施設の損傷(避難所の維持に関わるもの) 

 ③その他、判断が困難で急を要するもの 

①食料・物資の要請 

②避難者の移動要請 

③日報(避難所記録用紙)の提出 

④現地で判断が困難のもの 

随

時 

定

例

的 

市本部(地域福祉課)へ架電 

※音声電話の通信状況によって

は、メール等も送付 

※同時に状況に応じて警察・消防

等の機関にも連絡 

原則、メールにより報告 

※災害の状況によっては、LINEオープ

ンチャットなどの報告方法に切り

替えます。 

mailto:hinanjyo@city.kagoshima.lg.jp
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２－８ 運営体制づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難所開設から概ね３日以降は、避難者家族を中心にそれぞれの班に分かれて避難所の 

   運営を行います。 

 各班のリーダーを決め、１日１回は、総務班を中心に避難所運営会議を開催し、情報共有 

や生活ルールの見直しなどを行います。 

 班やリーダーの交代制を組むなど、特定の人に負担が偏らないようお互いに配慮します。 

 

 
ポイント 

❶ 業務の分担 

チェック 

➢現在の避難所の状況に応じて、以下のパターンを参考に避難者家族の班分けを行います。 

すでに、避難者家族自身が運営業務(物資の配 

布や清掃など)に加わっている場合 

※市職員の依頼、自発的な行動如何は問いません。 

 

既に行っている業務を中心に 

班分けを行い、リーダーを選 

出してもらう。 

パ
タ
ー
ン
Ａ 

現時点では、避難者家族が避難所運

営に携わっていない場合 
 

避難者家族へ全体に協力を呼びかけ 

  （PTA 役員等のキーパーソンの把握） 

 

 

パ
タ
ー
ン
Ｂ 

平時から、PTA 等を通じて、福祉こども避難所

は、「避難者中心での運営が前提」であることを

説明しています。 

 

 

 
掲示例 ❷ 各班長の確認・リーダー会議への参加 

チェック 

➢各班のメンバーが集まったら、その中でリーダ

ーを選出してもらいます。(負担が偏らないよう

に交代制も可) 

➢各班から選出されたリーダーの氏名を確認 

➢避難所運営会議に出席し、会議の結果、市 

本部(地域福祉課)と調整が必要なものがある 

場合は、前頁の手順に従い、対応します。 

➢各班やリーダーに負担が生じ過ぎていない 

か随時確認し、必要があれば、メンバーの 

変更などを呼びかけます。 

 

避難所運営にご協力をお願いします 

(●月●日●時までに、必ずいずれかの運営班に参加して 

ください。参加する班に自分の氏名を記入) 

 
総務班 

(受付や入退所管理など) 

・山下 ・□□ 

・田中 ・△△ 

・○○ 

環境衛生班 
(清掃・トイレ管理など) 

・山田 ・□□ 

・佐藤 ・△△ 

・○○ 

※性別や年齢で役割を固定化しないように！ 
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３－１ 総務班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入退所者等の管理  

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 
一日の流れ（例） 

起床 正午 

消灯 日没 

・入退所者等の管理 

・入退所者等の管理  

 

・避難所運営会議の開催 

・日報（避難所記録用紙の作成） 

 

➢新たに避難所に来られた人については、「P17（2-1 避難者の受付）」や「P19（2-2 受入スペー

スへの誘導）」を参考に、避難者名簿を使って受付を行います。 

➢既に受付済みの方についても避難者名簿の記載箇所に漏れがある場合は、声掛けを行い、 

世帯の代表者に記入してもらいます。 

➢避難者名簿はプライバシーに配慮して、人目に触れないよう確実に保管します。 

➢退所する人がいる場合（仕事や片付けで一時的に外出する人を除きます）は、避難者名簿に退

所日を記載します。 

➢退所する人には、「私物の持ち帰り」と「避難所で貸し出されている物の返却」を伝えます。 

❶ 入退所者（車中泊含む）の管理 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

❷ 避難所運営会議の開催 

チェック 

１人 

必要な人数(目安) 

❸ 日報（避難所記録用紙）の作成 

チェック 

１人 

必要な人数(目安) 

➢掲示板などを利用して、避難所運営会議の開催時間を各班のリーダーに伝えます。必ず１ 

日に１回は会議を行い、避難所の状況について、情報共有します。 

➢会議の中で決まったルールや、避難者全員に伝える連絡事項を掲示板などへ掲載します。 

➢市本部（地域福祉課）へ報告する情報がある場合は、市職員に情報伝達を依頼します。 

 

 

 

 
➢避難者の人数や避難所の状況を毎日記録します。 

➢また、避難所運営会議で報告のあった事柄や対応状況について記載します。 

➢記入後は、市職員へ提出し、市職員から市本部（地域福祉課）へ報告します。  
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３－２ 情報班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 
一日の流れ（例） 

起床 正午 

消灯 日没 

➢テレビ・ラジオ・インターネット・市職員など通じて情報を収集します。 

（機材が不足する場合は、物資班や市職員を通じて入手を依頼します） 

➢情報の入手先は「P23(2－6 避難者への情報伝達)」を確認してください。 

➢入手した情報は、ホワイトボードへ記載し、避難者へお知らせします。 

（毎日１回は更新し、さらに更新が必要な場合は適宜更新してください） 

❶ 情報収集と周知 

チェック 

１人 

必要な人数(目安) 

❷ 避難者の呼び出し・郵便対応 

チェック 

１人 

必要な人数(目安) 

❸ 報道機関への対応 

チェック 

１人 

必要な人数(目安) 

➢避難者宛ての来訪者や電話があった際は、総務班の避難者名簿を確認し、避難者本人の同意を

得たうえで取り次ぎます。 

➢避難者宛ての郵便が届いた場合は、総務班の避難者名簿を確認し、配達員から本人に直接渡し

てもらいます。 

 

 

➢基本的に居住スペースでの取材は禁止としています。 

➢避難者へのインタビューを求められた場合は、情報班が避難者へ取り次ぎ、本人が同意す 

る場合に限り、ロビー等の居住スペース以外で取材を行ってもらいます。 

➢取材者については、必ず、取材者受付用紙に記入してもらい、取材中は腕章など身分が明 

らかになるものを着用してもらいます。 

 

 

 

 

・情報収集 
・ホワイトボードへ掲示 

・ホワイトボードへ掲示 ・避難所運営会議の結果確認 

・避難者の呼び出し 

・郵便物等の取り次ぎ 

・報道機関への対応 

● ライフラインなどの状況 

● 道路や交通機関の状況 

● 水・食料など生活物資の供給状況 

● 医療福祉職(DMAT)などの巡回状況 

● 病院などの医療状況 

● 生活関連情報 

(商業施設、銭湯の営業状況など)  

 

被
災
直
後
に
必
要
な
情
報

必
要
な
情
報 

● 復旧状況 

● 感染症などの注意すべき情報 

● 近隣の商業施設などの開店状況 

● 公営住宅や応急仮設住宅の整備・入居情報 

● り災証明書の発行状況 

● 子どもの教育・相談に関する情報 

● 被災者への各種支援制度 

(義援金や見舞金、税減免、融資制度など) 

 

 

避
難
が
落
ち
着
い
た
後
に
必
要
な
情
報 

適宜 



 

28 

３－３ 救護・福祉班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 
一日の流れ（例） 

起床 正午 

消灯 日没 

➢感染症の疑いや体調不良で救護スペースを使用している避難者に対して、朝と夕方の１日２回、

体調の聞き取りと検温を行います。 

➢以下の「傷病者の救護・搬送補助」と同様に、治療が必要な場合など避難所での対応が困 

難で避難者自身での受診が困難な場合は、救急搬送を要請します。 

❶ 体調不良者への検温等 

チェック 

１人 

必要な人数(目安) 

・体調不良者への検温等 ・傷病者の救護 

・医療機関への搬送補助 

・要配慮者の把握、支援 

適宜 

・体調不良者への検温等 

❷ 傷病者の救護・搬送補助 

➢避難者の中に医療従事者がいないか確認し、いる場合は協力を呼びかけます。 

 

消防へ救急搬送 

を要請 

 

同時に救急救命

処置を実施 

（P３７～） 

 

市本部（地域福祉 

課）へ連絡 

はい 

いいえ 

症状の確認(けが・出血の程度、呼吸の状況) 

既往症の確認(服薬の有無など) 

対応が困難な場合 

対応が可能な場合 

救急用品箱を使用し、簡易的な止血や固定などの対応をします。 

 ※「治療」を行うものではありません。できる限りの範囲での対応を行います。 

発熱や嘔吐など感染症の疑いがある方については、保健室等の個室に 

 移動させて、市本部へ詳細を報告します。 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

本人へ症状の聞き取りが可能か（意識があるか）？ 
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３－３ 救護・福祉班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 それぞれの特性（障害や難病など）に応じて、必要なケアについては、基本的にそのご 

家族により対応していただきます。（避難の長期化が見込まれる場合は、医療・福祉団 

体からボランティアの支援を受けます） 

 
特性に応じて配慮が必要な方の対応 

➢本マニュアルの別冊として「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド（令和

2 年高知県作成）」を添付しています。 

➢要配慮者の特性に応じて、避難所生活での困りごとや支援策が記載されています。 

援助を行う際や支援ニーズを確認する際の参考としてください。 

【要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド（令和 2 年高知県）】より抜粋 

。 

❸ 要配慮者の把握・支援 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

➢救護スペースの利用者や避難者名簿を確認し、配慮が必要な方の状況を確認し、随時、聞き取りを

行い、どのような支援が必要か把握します。 

➢物資班と連携し、市本部(地域福祉課)へ要配慮者が必要とする物資を依頼します。また、食事に配

慮が必要な方については、食料班と連携し、アレルギー対応食や介護食、ハラール食などが提供で

きるよう調整します。 

➢保健師等の巡回が行われる際は、活動に協力し、専門家の支援に繋げます。 

➢その他、対応困難なニーズがある場合は、市職員を通じて市本部(地域福祉課)へ支援を依頼します。 
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３－４ 食料班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

起床 正午 

消灯 日没 

➢食料の配布は避難者全員で協力して行います。受取の際は、世帯単位で代表者が受け取り 

ます。また、配布した数量は食事配給記録表に記入します。 

➢配布の際は、衛生管理に気を付けます。手指消毒を行い、可能な限り手袋を着用します。 

➢支援物資を用いて、おにぎりやスープなど長期保存以外の食料を提供する際は、食中毒防 

止のため、期限内に飲食するよう呼びかけます。 

➢食物アレルギー（卵・小麦・落花生・乳・えびかに等）対応食や介護食が必要な方、宗教上配 

慮が必要な方については、救護・福祉班などと連携し、対応品を配布するなどします。 

❶ 食料の配布 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

・朝食の配布 
 

一日の流れ（例） 

・食料の在庫確認 

・食料の支援依頼 

・食料の受入 

・昼食の配布 

・夕食の配布 

❷ 食料の在庫管理 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

➢食料の配布後は、食料管理簿により在庫数を管理します。 

➢在庫の食料は、期限や保存方法を確認し、できるだけ涼しい場所に配置するなど、適切に 

 管理します。また、可能な限り、人目に付きやすい場所に保管するなどして、疑念が生じ 

ないようにします。 

➢飲料水などの重たいものを積み上げる際は、床への負荷がかかりすぎないよう注意します。 

➢必要な食料がある場合は、市職員を通じて、物資配送依頼票により、市本部(地域福祉課)へ支 

援を要請します。  

 

❸ 食料の受け入れ 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

➢大型車両などの荷下ろし場所を確保します。 荷下ろしする際は、避難者全員に協力を呼び 

かけます。（荷下ろし場所          ） 

➢支給された食料については、食料管理簿に数量や内容を記載します。 

➢給水車が到着した際は、環境・衛生班と協力して受入を行います。 
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３－５ 物資班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

起床 正午 

消灯 日没 

➢物資の配布は避難者全員で協力して行います。受取の際は、世帯単位で代表者が受け取り 

ます。また、配布した数量は物資管理簿に記入します。 

➢受け渡しを行う人の中には必ず女性も加えます。 

➢女性用品については、気兼ねなく手に入れられるよう、女性用トイレの中などに常備します。 

❶ 物資の配布 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

 
一日の流れ（例） 

・物資の在庫確認 

・物資の支援依頼 

・物資の受入 

・物資の配布 

・必要な物資の確認 

❷ 物資の在庫管理 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

➢物資の配布後は、物資管理簿により在庫数を管理します。 

➢在庫の物資は、期限や保存方法を確認し、できるだけ涼しい場所に配置するなど、適切に 

 管理します。また、可能な限り、人目に付きやすい場所に保管するなどして、疑念が生じ 

ないようにします。 

➢必要な物資がある場合は、市職員を通じて、物資配送依頼票により、市本部(地域福祉課)へ支 

援を要請します。  

❸ 物資の受け入れ 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

➢大型車両などの荷下ろし場所を確保します。 荷下ろしする際は、避難者全員に協力を呼び 

かけます。（荷下ろし場所          ） 

➢支給された物資については、物資管理簿に数量や内容を記載します。 

➢給水車が到着した際は、環境・衛生班と協力して受入を行います。 

 

【避難の長期化で必要な物資（例）】 

項 目 品 目 

敷物 畳、マット、カーペット、簡易ベッドなど 

暑さ、寒さ対策 扇風機、冷房暖房機、ストーブ、カイロ、毛布など 

プライバシー確保のための資材 間仕切り用段ボールやパーテーション、テントなど 

個人に配布する衛生用品 歯ブラシ、歯磨き粉、くし、タオル、洗剤、マスクなど 

共同使用する電化製品 
洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、テレビ、ラジオ、インターネットが利用可

能な機器、延長コードなど 

炊き出しに必要なもの 簡易台所、調理用品、食器類 
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３－６ 環境・衛生班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

起床 正午 

消灯 日没 

➢発災直後のトイレの使用可否の確認方法については、「２－４トイレの衛生確保（P21）」を 

 確認してください。 

➢断水や配管損傷の可能性がある場合は、以下のスライドを参考に既存のトイレを活用しま 

す。 

 

❶ トイレの確保・衛生管理（既存トイレ） 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

 
一日の流れ（例） 

・トイレ・風呂の点検 ・居住スペースの清掃 

 (避難者が各自で実施) 

・ごみの集積 

・ごみの収集 

➢ビニール袋や消毒液等が不足している場合は、適宜、補充を行います。  

➢ごみ箱については、使用状況を見ながら、定期的に回収します。（ごみ集積場所へ運搬） 

【出典：衛生・健康管理ガイド（トイレ）／東京都保健医療局】 
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３－６ 環境・衛生班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

➢既存トイレのみでは、トイレの数が足りない時には、物資班と市職員を通じて、仮設トイ 

レの設置を要請します。※避難が長期化する場合は、20 人に対して 1 基が基準となります。 

➢設置場所は基本的に屋外とし、男女別に設置します。なお、水の調達や汲み取り・汚物回 

収が容易な場所で、かつ、女性や子供を狙った犯罪防止のため、人通りのある明るい場所が望

ましいです。 

➢ビニール袋や消毒液等が不足している場合は、適宜、補充を行います。  

➢ごみ箱については、使用状況を見ながら、定期的に処分します。（ごみ集積場所へ運搬） 

 

❷ トイレの確保・衛生管理（仮設トイレ） 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

➢居住スペースにごみ箱（袋）を設置します。また、屋外に収集用のごみ集積所を設置します。 

➢ごみ箱（袋）は、使用状況を見ながら、定期的に回収します。（ごみ集積場所へ運搬） 

➢ごみの分別は、市のルールに従うこととし、情報班を通じて、避難者全員にも周知します。 

❸ ごみの管理 

チェック 

３人 

必要な人数(目安) 

          生活する場所から離れた場所（においに配慮）           清掃車が出入りしやすい場所 

          直射日光が当たりにくく、可能な限り屋根のある場所 

 ごみ集積所の選び方 

➢避難所で使う水は用途に応じて明確に分けます。 

➢貯水機能付き給水管や受水槽を設置している施設は、給水栓の設置を行い、給水します。 

➢上記の設備が無い場合は、備蓄物資のペットボトル水を飲料水として使用します。 

➢飲料水や生活用水が不足する場合は、食料班と市職員を通じて、市本部(地域福祉課)に支援を

要請します。（給水車両などで応急給水を実施します） 

➢プールの水については、飲料水や洗面(洗濯)には適さないため、原則、トイレ用水として利用

します。 

➢水はふた付きのポリ容器に入れるか、ポリ容器を清潔なビニール袋に入れて口を閉じるな 

ど、衛生面に気を付けて保管します。（容器には、「飲料用」など用途を記載します） 

➢給水車から給水を受けた場合は、指示に従い、期日中に使い切ります。 

➢ストーマや胃ろう、酸素吸入など医療的ケアが必要な方には、飲み水以外に医療機器の洗 

浄に必要な水の配布を配慮します。 

➢使用後の排水については、浄化槽や下水道などの排水処理設備に流すようにします。 

❹生活用水の確保・管理 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 
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３－６ 環境・衛生班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

➢断水により手洗い場が使用できない場合は、アルコールの手指消毒液などを設置します。 

➢食器はできるだけ使い捨てとし、共有しないようにします。（物資が不足する場合は、市職 

員を通じて市本部(地域福祉課)へ支援を要請します） 

➢使い捨ての食器が十分に確保できない場合は、ラップを使用するなど工夫します。 

 

❺ 衛生管理【手洗い・食器・洗面具】 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

➢居住スペースの清掃は、時間を決めて、避難者全員で実施します。 

➢トイレを含む共有スペースについても、当番を決めて、分担して清掃します。 

➢生活用水が確保できるようになったら、総務班と連携し、洗濯場と物干し場を設置します。 

設置の際は、女性用の物干し場も設置します。（必要な資材については、市職員を通じて市 

本部(地域福祉課)へ支援を依頼します） 

➢学校内のシャワーや入浴設備が使用できる場合は、使用時間や清掃などのルールを決めて 

活用します。 

➢自衛隊等による仮設風呂が設置される際は、指示に従い利用します。 

❻ 衛生管理【清掃・洗濯・風呂】 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

手洗いの徹底 食器や洗面用具(くし・カミソリ・歯ブラシ・タオルなど)を共有しないこと 

 避難者への周知事項 

清掃活動への参加  

居住スペースでの土足厳禁 

個人用寝具・衣類の定期的な洗濯 

定期的な換気の実施 

 避難者への周知事項 

 

 掲示例 

・毎日 13 時から 30 分

は清掃の時間です。 

・身の回りの掃除をし

ましょう。 

【今週の当番表】 

 トイレ：●●、●● 

 更衣室：●●、●● 

 etc…. 

 

注意事項 

 ・感染予防のため、手指消毒を 

徹底しましょう 

・居住スペースは土足厳禁です 

・ごみの分別方法 

 ●●●●●●● 

・シャワールームの使用時間 

 ●●●●●●● 
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３－７ 警備班の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

➢定期的に駐車場を確認し、決められた場所に駐車していない車両がある場合は、情報班を 

通じて対象者を呼び出し、正しい駐車位置に誘導します。 

➢受付を行っていない車中泊避難者がいる場合は、受付で避難者名簿を記入してもらいます。 

➢食料や物資の搬入で大型車両などが進入する場合は、各班と協力して、誘導を行います。 

❶ 車両の整理 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

➢避難所敷地内の危険な場所や死角になる場所を確認します。 

➢盗難や防犯の注意事項について、情報班と連携してホワイトボードなどで周知します。 

➢女性や子どもに対する暴力防止や避難所内の不審者排除のため、昼間・夜間に二人一組で 

 避難所内外の見回りを行います。危険な場所や死角になる場所は定期的に見回ります。 

 

 

❷ 見回り・夜間の当直 

チェック 

２人 

必要な人数(目安) 

➢トラブル防止のため、避難所内では「禁酒」とします。 

➢避難所内での喫煙は原則禁止とします。ただし、施設管理者が認めた場合に限り、屋外に喫煙

場所を設置します。（吸い殻の処理や清掃は喫煙者自身で実施してもらいます） 

➢「禁酒」や「喫煙」のルールについて、情報班と連携しホワイトボードなどで周知します。 

❸ 飲酒・喫煙 

チェック 

― 

必要な人数(目安) 

起床 正午 

消灯 日没 

 
一日の流れ（例） 

・駐車車両の確認巡回 

・物資等の搬入誘導 

・夜間巡回 ・昼間巡回 

➢居住スペース内は原則、火器厳禁としますが、石油ストーブなどの暖房器具を使用する際 

は接触や転倒、消し忘れなどが無いよう管理を徹底し、定期的に巡回確認をします。 

➢夜間は、出入り口や 1 階部分の窓は原則施錠します。ただし運営本部（受付）に近い扉を 

一か所だけ開けておき、当直者が夜間出入りする人を確認できるようにします。 

➢トラブル発生時は、総務班や市職員と連携して速やかに対応します。 

➢盗難・女性や子どもを狙った犯罪防止のため、避難者全員に対して、一人だけで行動しな 

いよう注意喚起を行います。（特に夜間に注意） 

❹ 防火・防犯対策 

チェック 

― 

必要な人数(目安) 
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避難所の閉鎖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内 容 備 考 

① インフラの復旧などにより避難者が減少  

② 
避難している要配慮者と家族の健康状態を確認、意向調

査を実施 

※市で実施します。（救護・福祉班

も協力をお願いします） 

③ 市と各学校の協議により、継続・閉鎖する避難所を選定  

④ 
健康状態と意向調査を踏まえて、転出先の施設や関係機

関とのマッチングを実施 

※転出先の施設には、自宅の他に

も、市営住宅や仮設住宅、民間賃

貸住宅、親類・知人宅なども含ま

れます。 

⑤ 転出先へ移動 
※転出先への移動は、原則、ご家族

自身で行ってもらいます。 

 

 
参考情報 

概 要  
災害時の運用 

その他 

 避難所の開設 避難者の受入 各班の業務 

 避難者が全て退所（仮設住宅の移動などを含む）したなど、避難所としての目的

を達成したときは、必要な原状回復を行い、避難所を閉鎖します。 

 
ポイント 

➢避難所は無料で利用できます。支給される食料や物資は無料で受け取れます。 

➢福祉こども避難所の運営に要した経費や施設の原状回復に要する費用については、災害救助法に基づ

き、各学校から市へ実費を請求することができます。 

【市へ請求できる経費の例】 

 ①生活相談員等に要する人件費 

・生活相談員（おおむね１０人の要配慮者に１人の配置が目安） 

・その他、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員雇上げ費 等 

 ②避難者に提供した食料費 

・炊き出しの実施に要した材料費、燃料費、資機材費等 

・弁当などの調理済み食品の購入費、学校の備蓄品を提供した際の補充費用 

・ペットボトル等の飲料水の購入費 等 

 ③その他設置運営等に要した費用 

・光熱水費（避難所開設日～閉鎖日まで） 

・衛生救急用品、日用品、段ボールベッド等の寝具、衣類、食器など 

・仮設トイレ等の設置費 

➢請求の方法は、避難所が開設される際に随時お知らせしますが、領収書や納品書などの証拠書類は、 

漏れなく保管してください。 

■ 避難所の利用・運営に係る費用について 
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（１）．避難所全体のルール            （                      ）避難所運営委員会 

 

            

1.この避難所は、在校生及びその家族の避難を目的としています。 

2.避難所は、避難所運営委員会及び避難者が主体となって運営します。 

3.避難所は、電気・水道などライフラインが復旧する頃を目途に閉鎖します。 

4.避難所では受付を行ってください。 

●避難所を退所するときは、転居先を連絡してください。 

●ペット同行避難者は決められた場所で、飼育していただくようお願いします。 

●ペットを居室部分に入れることは禁止します。 

5.居住スペースは土足禁止とし、脱いだ靴は各自で保管します。 

6.立ち入り禁止となっている区域や部屋には、避難できません。被害があって危険な部屋も同様に避難できま 

せん。 

●「立ち入り禁止」「使用禁止」「利用上の注意」等の掲示板の内容には必ず従ってください。 

●避難所では、生活スペースを移動することがありますので、ご協力ください。 

7.食料・物資等は、原則として全員に公平に提供できるようになってから配布します。 

●粉ミルク・お粥・紙おむつなどの要望は、個別に対応しますので、物資班に申し出てください。 

8.避難所では、他人同士が、同じ空間で生活します。他人に迷惑になる行為（大人が大声をあげたり、暴力を 

ふるう等）は絶対にやめましょう。 

●避難所での迷惑行為が続く場合や暴力等が発生した場合は、すぐに警察に通報します。 

9.居住トラブル防止等のため、避難所内での飲酒は禁止とし、飲酒者の立ち入りを制限します。 

10.喫煙も原則禁止します。ただし、施設管理者が許可した場合、屋外に喫煙場所を設置し、火気使用のルー 

ルを徹底します。  

11.貴重品は携帯して行動しましょう。       

      

このルールは、必要に応じて避難所運営委員会で見直しを行います。    
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（２）．共同生活上のルール 

 

【区分：生活時間】         

  

1.この避難所は、在校生及びその家族の避難を目的としています。 

2.指定避難所は、避難所運営委員会及び避難者が主体となって運営します。 

●消灯時間：          時          分 

・廊下は点灯したままとし、居住スペースなどは照明を落とします。 

・防犯のため、避難所運営本部などは、ランタンなどで点灯したままとします。 

●⾷事時間 

朝食：       時       分 昼食：       時       分 夕食 ：      時       分 

・食料の配布は、居住組・部屋・スペース単位で行います。 

●放送時間：         時で終了します。 

●電話受信：午前          時から午後          時まで 

・放送で呼び出しを行い、伝言を渡します。 

 

【区分：清掃】 

●世帯単位の割当区画については、原則として世帯ごとに責任をもって清掃します。 

●世帯区画間の通路など、居住組単位で共用する部分については、相互に協力して清掃します。 

●避難所全体で使用する共用部分については、環境・衛生班の指示に従って、避難者全員で協力して実施し

ます。 

●トイレについては、使用ルールを厳守し、環境美化に協力してください。 

 

【区分：洗濯】 

●洗濯は原則として、世帯単位で行ってください。 

●物干し場は、男女別に定められた場所に干してください。 

なお、物干し場は必ず、男性場所は男性が、女性場所は女性が干してください。避難者全員で使用するも

のについては、長時間の占用を避け、他人の迷惑にならないようにしてください。 

 

【区分：ごみ処理】 

●世帯ごとに発生したごみは、原則として、それぞれの世帯が共有のごみ捨て場に搬入します。 

●共同作業で発生したごみは、その作業を担当した人たちが責任をもって捨てます。 

●ごみは、鹿児島市と同じルールで分別します。 

 

【区分：プライバシーの保護】 

●居住区画及び世帯区画は、⼀般の「家」同様、みだりに立ちったり覗いたりしないようにしてください。 

●居室内での個人のテレビ・ラジオは、周囲の迷惑にならないよう、使用してください。 

●携帯電話は、居住区画ではマナーモードにし、特に夜間は居室内での使用は控えてください。 
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（３）．トイレ使用のルール 

 

女性や子どもがトイレに行く際は、できるだけ複数の人で行きましょう。 

 

【１．施設のトイレを使用する場合】 

（1）必ず、排せつ用のごみ袋を便座に設置して、ごみ袋の中に排せつしてください。 

（2）トイレ掃除は、避難者全員において、当番制で行います。環境衛生班を中心に当番を割り振りますの

で、当番表を確認して、協力して行いましょう。汚れに気づいた場合や、ごみ袋などが不足している場

合は、当番にかかわらず、気づいた人たちで協力しましょう。 

    

【２ ．組み立て式及び移動式仮設トイレを使用する場合】 

（1）使用する際は、中に人がいないか一声かけて確認しましょう。 

（2）トイレを使⽤する際は、使用していることがわかるよう、入口にある札を「使用中」にしてから入りま 

しょう。 

（3）和式トイレの上板（便器にまたがる部分）は、２人以上が乗って使⽤しないでください。介添えが必要

な方は、洋式のトイレを使用してください。 

（4）皆さんが使用するトイレですので、清潔な使用を心がけましょう。  

（5）汲み取り式の場合、排泄物がたまってきたら、気づいた人が、環境衛生班に報告してください。 

 

【３．多目的トイレを使用する場合】 

（1）優先利用の原則  

多目的トイレは、車いすの方に配慮して広いスペースを設け、オストメイト対応設備等の配慮を必要と

する方がトイレを円滑に快適に利用できるように整備されたものです。そのトイレでしか利用できない

方が優先となります。使用する際は、中に人がいないか⼀声かけて確認しましょう。 

（2）トイレを使用する際は、使用していることがわかるよう、入口にある札を「使用中」にしてから入りま

しょう。使用したあとは、次に利用する方のために元の状況に戻しましょう。 

（3）設備や条件が整わないと、誰もが行う排泄行為が出来ない方がいる事を理解して、次の方がどんな方

でも快適に利用できるように「思いやりのこころ」と「ゆずりあいの気持ち」を持って多目的トイレを

利用しましょう。 

（4）皆さんが使用するトイレですので、清潔な使用を心がけましょう。  
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（４）．火気使用のルール 

 

1.避難所で⽕気を使用する場所は原則として（          ）室と屋外の（          ）とします。 

●居住区画での火気の使用は原則禁止です。 

●個⼈のカセットコンロを使用する際も（          ）室で使用してください。 

●火器を使用する際は、必ず消火バケツや消火器を用意してください。 

2.夜間（          時以降）は、避難所内で火気を使用しないでください。使用する必要がある場合は、警備

班に申し出てください。 

3.居住区画で施設管理者に確認した使用可能なストーブ等暖房器具を使用する際は、各自で責任を持って管理

してください。燃料を交換する際は、物資班に申し出てください。 

4.ストーブの周りには、燃えるものを置かないでください。 

5.避難所は原則禁煙です。 

※施設管理者が許可した場合のみ、受動喫煙や火災を防止するため屋外の（                 ）を喫煙場

所としています。きちんと消火し、吸殻入れに捨ててください。ポイ捨ては絶対に行わないでください。 

6.吸殻入れの処理は、喫煙者が協力して実施しましょう。 

 

（５）．夜間の警備体制のルール 

 

1.夜間、共有部分は消灯せず、（          ）時に居住スペースのみ消灯しますので、ご協力ください。 

2.夜間は不審者の進入を防止するために、（          ）の入口と（          ）の入口以外を施錠しますの

で、ご協力ください。緊急時には他の入口も開放しますが、あわてず指示に従って行動してください。 

3.夜間は避難所受付けに当直者を配置し、また、防火防犯のために避難所内の巡回を行いますので、緊急時や

何かあった際には、一声かけてください。 

4.当直は交代制で行います。皆さんの協力を得ながら⾏いますので、ご協力ください。 
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（６）．食料配布のルール 

 

1.食料・水などは公平に分配します。 

2.食料の受取時・配布時は、必ず手洗いか、手指消毒をし、配付者はできるだけ、使い捨て手袋をしましょう。 

3.食料を受取り、保管する時には期限や保存方法を確認し、適切に管理します。弁当等腐敗し易い食品は冷蔵

庫で、冷蔵庫が無い場合は出来るだけ涼しい所で保管します。 

4.食料配布時は期限表示を再確認し、期限内に消費するよう注意喚起して下さい。 

5.調理品は、取り置きできませんので調理後（               ）時間までしか配布しません。 

6.食料の差し入れ（炊き出しを含む）の提供を受ける際は、いつ、誰からの差し入れか確認し、記録しましょ

う。 

7.食料が不足する物資などは、妊産婦、子どもなどに優先して配付します。 

8.食料は、原則毎日（                 ）時頃に、場所は、（               ）で配付しますので、秩序を

守って指示に従い受け取ってください。 

9.人によっては、食料品の中の原材料（卵・小麦・そば・落花生・乳・えび・かに等）でアレルギーを起こす

場合がありますので、配布の際には、食物アレルギーをお持ちの方への注意喚起をして下さい。 

 

（７）．物資配布のルール       

 

1.物資などは公平に分配します。 

2.物資を受取り、保管する時には期限や保存方法を確認し、適切に管理します。 

3.数量が不足する物資などは、妊産婦、子どもなどに優先して配付します。 

4.物資の配付は、居住組・部屋・スペース単位にお渡ししますので、各組で分配するようにしてください。 

5.物資などは、原則毎日（          ）時頃に、場所は、（          ）で物資班が配付しますので、秩序を

守って物資班の指示に従い受け取ってください。 

6.生理用品など女性特有品につきましては、女性用トイレや更衣室で自由に受け取れるよう配置します。 

7.配付する物資などの内容や数量は、その都度放送などで皆さんに伝達します。 

8.各自必要な物資などは、避難所運営委員会の物資班に連絡してください。 
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（８）．ペット飼育のルール       

 

避難所では、多くの⼈たちが共同⽣活を送っています。ペットの飼い主の皆さんは、次のことを守って避難

所⽣活を送ってください。 

ペットの存在は、飼い主にとっては気にならないことでも、臭い、排泄物、鳴き声などから、他の人には過

度なストレスとなります。  

避難所で人と共存するには、一定のルールを設けるなど、トラブルにならないように配慮が必要です。 

なお、身体障害者の補助犬である盲導犬、介助犬、聴導犬などはペットではなく、「⾝体障害者補助犬法」に

より、公共的施設での同伴を認められています。ただし、避難所内に同行することにより、他の避難者がアレ

ルギー症状を引き起こす可能性がある場合は、身体障害者と補助犬に別室を準備する必要があります。  

 

1.避難所の居住スペース部分には、原則としてペットの持ち込みは禁止します。 

2.それぞれのペットに必要なエサなどは、原則、飼い主自身で持参します。 

3.ペットには迷子札を装着し、避難所敷地内の屋外部分にペットスペースを設け、ケージやキャリーケース等

を使用して飼育します。 

4.校庭等での放し飼いを禁止します。 

5.ペットの飼育及び飼育場所の清掃は、飼い主が全責任を負って管理します。また、散歩時の排泄物の管理も

同様とします。 

6.⼤型動物・危険動物・蛇などの爬⾍類の同行を原則禁止します。 

7.ペットの飼い主（飼育者）は、以下の情報を記載した飼育者名簿を受付に提出します。 

・ 飼育者の住所、氏名及び緊急連絡先 

・ ペットの種類及び数 

・ ペットの特徴（性別・体格・毛色・その他） 

 

（９）．授乳及びおむつ替えのルール       

 

1.授乳及びおむつ替えの場所を（            ）に設置しておりますので活⽤してください。 

2.授乳場所については、男性の立ち入りを禁止します。 

3.おむつについては、悪臭防止・感染予防のため、小さいビニール袋に入れてから所定のごみ・資源集積場に 

捨ててください。 
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（10）．感染症予防のためのルール 

 

1.食事の前・トイレの後は手を洗ってください。 

・水の確保が困難な場合は、手指消毒⽤アルコールで消毒しましょう。 

2.炊き出しや配食のときは、手洗いし、使い捨て手袋及びマスクを装着しましょう。 

・水の確保が困難な場合は、手指消毒⽤アルコールで消毒し、使い捨て手袋及びマスクを着用しましょう。 

3.屋外・室内の履物は履き替えましょう。また、室内トイレを使用の際はトイレ用の履物を利用しましょう。 

4.トイレ内の消毒等、避難所内で協力し合い必要な環境消毒を行いましょう。 

5.嘔吐者が出た場合は、吐物を十分に取り除いたうえ、床を次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、嘔吐等で汚染し

た衣類も、感染源となるため、脱いだ衣類をビニール袋に入れるなどの処置を行ってください。 

6.咳が出る場合は、マスクを着用し、受診について相談しましょう。 

7.咳や嘔吐・下痢が続く場合は、避難所運営委員に申し出てください。 

8.発熱・長引く咳（２週間以上）等感染症が疑われる場合は、受診につなげるとともに、避難所内で個室を確

保するようにしましょう。 

※感染者の入浴は避けるか、最後に入浴するなどの配慮をしましょう。（入浴施設が整った場合） 
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（11）．取材対応のためのルール 

 

配布（お願い）資料の例 

                                         担当班：情報班 

 

取材される方へ 

取材時の注意事項 

 

当避難所にて取材を⾏う場合には、下記の点に注意くださるようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

☆ 避難所内では身分を明らかにしてください。 

○  当避難所にて取材を行う場合には、必ず「取材者用受付用紙」に必要事項を記入してください。 

○  避難所内では、⾒えやすい位置に必ず、「腕章など身分が分かるもの」を着用してください。 

           

       

☆ 避難者のプライバシーの保護にご協⼒下さい。 

○  避難所内の取材の際には、係員の指示に従ってください。 

○  原則として取材できる部分は、避難所の許可した場所のみです。居住空間や避難所の施設として使用

している部分については立入禁⽌とします。 

○  避難所内の撮影や避難者へインタビューする場合には必ず、係員の許可をとってください。勝手に話

しかけたり、カメラを向けたりすることはくれぐれも慎んでください。 

 

☆ 取材に関する問合せは避難所運営委員会へお願いします。 

○  取材を⾏う場合、受付への届出をお願いします。 

○ 本日の取材内容に関するオンエアや記事発表の予定に変更が生じた場合には、下記連絡先まで連絡を

お願いします。また、本日の取材に関する不明な点などにつきましても、同様に下記連絡先へお問合

せ下さい。 

 

 

（          ）避難所運営委員会  ○○ ○○ 
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